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▽
序

歴
史
研
究
者
が
一
般
に
採
用
し
て
い
る
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
史
の
時
代
区
分
は
、

　
一
　
ヴ
ァ
イ
キ
ン
グ
時
代
お
よ
び
そ
れ
以
前

　
2
　
中
世
（
一
〇
五
〇
～
一
五
二
〇
年
）

　
3
　
ヴ
ァ
ー
サ
朝
時
代
（
一
五
一
＝
～
一
六
＝
年
）

　
4
　
「
偉
大
な
る
時
代
」
（
＝
ハ
＝
～
一
七
一
入
年
）

　
5
　
「
自
由
の
時
代
」
（
一
七
一
八
～
一
七
七
二
年
）

　
6
　
グ
ス
タ
フ
絶
対
主
義
時
代
（
一
七
七
二
～
一
入
〇
九
年
）

　
7
　
近
代
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
誕
生
期
（
一
八
〇
九
～
一
九
一
＝
年
）

　
8
　
現
代
（
一
九
二
一
年
～
　
　
）

　
で
あ
る
。
歴
史
研
究
者
が
現
代
へ
の
転
期
を
一
九
二
一
年
に
求
め
る
根
拠
は
選
挙
権
問
題
の
決
着
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
政
党

政
治
の
観
点
に
立
て
ば
勺
窪
≧
げ
ぎ
鵠
p
霧
。
。
9
戸
第
一
次
内
閣
が
生
ま
れ
た
三
二
年
を
一
つ
の
時
代
区
分
に
す
る
方
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

三
二
年
か
ら
今
日
迄
の
期
間
を
議
会
内
で
安
定
し
た
五
党
構
造
を
持
つ
一
つ
の
単
位
と
捉
え
る
充
分
な
根
拠
が
あ
る
。
先
ず
第
一
に
、
ブ

ル
ジ
ョ
ワ
商
才
の
最
終
的
形
状
が
こ
の
期
に
定
ま
っ
た
。
そ
の
後
の
左
右
両
極
の
分
裂
、
離
合
集
散
は
こ
の
期
の
形
状
を
ベ
ー
ス
に
し
て

お
り
、
政
党
制
の
容
貌
を
変
え
る
程
の
も
の
で
は
な
い
。
第
二
に
、
＝
⇔
霧
。
。
o
昌
内
閣
の
出
現
は
少
数
党
政
権
を
ノ
ー
マ
ル
な
政
権
パ
タ
ー

ン
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
状
況
に
訣
別
し
、
内
閣
に
か
な
り
の
継
続
性
を
期
待
で
き
る
時
代
に
突
入
す
る
契
機
と
な
っ
た
。
第
三
に
、
そ

れ
に
先
立
つ
一
〇
年
間
に
徐
々
に
発
達
し
て
来
た
近
代
的
マ
ス
政
党
が
体
裁
を
整
え
、
上
下
両
院
の
権
力
構
造
に
政
党
が
そ
の
明
権
な
印

116



現代スウニーデン政党政治史論（1）

象
を
刻
み
付
け
た
．
マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
発
達
と
急
速
な
モ
ー
タ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
が
受
動
的
な
市
民
を
活
性
化
し
政
治
へ
の

動
員
を
可
能
に
し
た
。
こ
の
状
況
を
背
景
に
政
党
は
議
院
内
閣
制
を
完
成
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
行
政
部
の
支
配
権
は
王
に
対
し
て
責
任

を
負
う
大
臣
を
通
じ
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
王
の
手
か
ら
議
会
に
対
し
て
責
任
を
負
う
大
臣
の
手
に
移
っ
て
い
っ
た
。
大
臣
の
補
充
源
は

官
僚
か
ら
国
会
議
員
に
移
行
し
て
い
っ
た
。
王
は
内
閣
解
任
権
を
次
第
に
失
な
い
、
閣
僚
選
任
に
あ
た
っ
て
王
が
持
っ
て
い
た
影
響
力
も

一
七
年
頃
に
は
ほ
ぼ
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
。
ま
た
、
国
王
に
か
わ
っ
て
首
相
が
議
会
解
散
権
を
行
使
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
議

会
に
お
け
る
く
無
所
属
議
員
〈
＝
」
⇔
ヨ
国
〉
は
文
字
通
り
例
外
的
存
在
と
な
っ
た
。

　
実
際
、
三
二
年
に
誕
生
し
た
Y
蜀
塁
・
・
o
口
内
閣
は
政
党
政
治
発
展
史
の
一
つ
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で
あ
っ
た
。
官
僚
の
要
素
が
依
然
と

し
て
内
閣
に
席
を
連
ね
て
い
た
が
従
来
と
は
違
っ
て
政
党
政
治
に
投
錨
地
を
持
つ
人
物
で
あ
っ
た
。
＝
〔
名
の
閣
僚
の
う
ち
九
曜
が
組
閣

時
に
議
会
に
議
席
を
持
↓
て
い
た
。
ま
た
、
少
な
く
と
も
照
葉
は
以
前
に
社
民
党
政
府
で
活
動
し
た
経
験
を
持
っ
て
い
た
。
と
り
わ
け
重

要
な
こ
と
に
は
、
事
実
上
す
べ
て
の
閣
僚
が
長
期
に
わ
た
っ
て
党
内
の
指
導
的
ポ
ス
ト
を
持
っ
て
い
た
。

　
政
策
決
定
過
程
に
お
け
る
政
党
の
相
対
的
比
重
は
確
実
に
大
き
く
な
っ
た
。
そ
し
て
、
実
際
的
な
国
家
意
思
の
形
成
を
め
ぐ
っ
て
激
烈

な
競
合
を
展
開
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
集
団
の
噴
出
と
そ
の
政
治
的
進
出
、
お
よ
び
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
を
取
り
囲
む
国
際
環
境
の
悪
化
に
伴

な
う
危
機
的
状
況
が
政
党
間
競
合
の
拡
大
を
促
進
し
た
。

第
［
部
政
党
政
治
揺
藍
期
（
一
九
三
二
年
迄
）

　
　
　
　
第
一
期
二
院
制
議
会
の
誕
生
・
議
会
内
政
党
の
時
代
（
一
八
九
〇
年
代
前
半
迄
）

一
八
六
五
～
六
六
年
の
憲
法
改
正
に
続
く
約
七
〇
年
間
の
政
党
制
の
発
展
は
、
議
院
内
閣
制
化
、

民
主
化
・
私
的
集
団
の
発
生
●
増
殖
m



と
い
う
三
つ
に
よ
っ
て
要
約
で
き
る
。
こ
れ
ら
す
べ
て
の
現
象
を
一
つ
の
側
面
か
ら
観
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
拡
大
を
続
け
て
い
た
国
　
1
8

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

民
の
流
動
性
が
積
極
的
な
政
治
参
加
を
生
み
出
し
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
要
求
し
た
の
で
あ
る
。

　
身
分
制
議
会
の
秩
序
を
支
え
て
い
た
社
会
基
盤
は
崩
壊
へ
の
道
を
歩
み
始
め
て
い
た
。
一
七
六
六
年
か
ら
一
八
六
六
年
ま
で
の
一
〇
〇

年
間
に
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
人
口
は
二
倍
以
上
に
な
っ
た
（
二
〇
〇
万
人
か
ら
四
　
○
万
人
に
）
。
農
村
の
変
貌
は
著
し
か
っ
た
。
古
い
村

の
共
有
地
は
分
割
さ
れ
次
第
に
囲
い
込
ま
れ
た
。
村
人
は
絶
え
ざ
る
財
産
交
換
に
よ
っ
て
従
来
の
分
散
し
て
い
た
土
地
を
統
合
し
、
家
屋

を
そ
の
上
に
建
て
た
。
封
建
時
代
の
共
同
農
業
は
個
人
農
業
に
道
を
譲
る
こ
と
に
な
っ
た
。
結
果
と
し
て
生
じ
た
生
産
性
の
向
上
と
私
有

財
産
へ
の
愛
着
が
未
開
の
荒
地
や
大
森
林
の
開
拓
に
人
々
の
目
を
向
け
さ
せ
た
。
し
か
し
、
急
速
な
人
口
増
加
は
新
開
拓
地
だ
け
で
吸
収

で
き
る
程
度
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
土
地
を
持
た
な
い
農
村
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
層
が
急
激
に
増
加
し
、
国
内
の
さ
ま
ざ
ま
な
地
方
を

目
指
し
て
流
れ
出
た
。
国
外
に
新
天
地
を
求
め
る
者
も
い
た
。
彼
ら
は
そ
の
後
拡
大
を
続
け
た
国
外
移
住
の
主
な
供
給
源
と
な
っ
た
。

　
技
術
と
経
済
も
重
要
な
フ
ァ
ク
タ
ー
で
あ
っ
た
。
工
業
の
複
雑
化
と
行
政
機
関
の
肥
大
化
を
生
み
、
そ
れ
ら
は
次
い
で
よ
り
大
き
な
発

展
枠
組
を
要
求
し
た
。
さ
ら
に
、
市
民
が
利
害
関
係
を
持
つ
一
般
的
問
題
を
処
理
す
る
た
め
の
枠
組
を
も
要
求
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
国

民
の
流
動
化
に
伴
な
う
社
会
的
参
加
の
要
求
と
拡
大
は
、
生
活
水
準
と
技
術
水
準
の
向
上
を
刺
激
し
た
。
封
建
勢
力
の
経
済
的
基
盤
で
あ

っ
た
ギ
ル
ド
制
度
は
消
滅
し
、
新
ら
し
い
株
式
会
社
や
銀
行
制
度
が
登
場
し
た
。
こ
の
よ
う
な
背
景
の
も
と
で
政
党
は
市
民
の
意
思
と
主

張
を
集
約
し
、
有
効
な
代
案
に
変
換
す
る
た
め
の
主
た
る
道
具
と
し
て
徐
々
に
浮
上
し
た
。

　
し
か
し
．
当
初
、
政
党
の
機
能
は
ご
く
限
ら
れ
て
い
た
。
多
く
の
国
の
場
合
と
同
様
、
近
代
的
マ
ス
政
党
は
政
党
に
対
す
る
激
し
い
敵

視
の
中
で
徐
々
に
形
を
整
え
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
政
党
を
敵
視
す
る
者
の
論
理
も
同
じ
で
あ
っ
た
。
彼
ら
の
意
見
に
従
え
ば
、

政
治
的
意
見
や
政
治
活
動
は
個
人
の
も
の
で
あ
り
、
私
党
や
徒
党
が
介
在
す
べ
き
で
は
な
い
。
こ
れ
は
、
「
八
六
一
年
に
若
き
司
法
大
臣



い
。
ロ
δ
∪
。
O
①
巽
公
爵
が
身
分
制
議
会
の
廃
止
、
選
挙
を
通
じ
て
補
充
さ
れ
る
二
院
制
議
会
の
設
置
を
内
容
と
す
る
改
革
案
を
提
出
し
た

時
貴
族
・
聖
職
者
陣
営
が
展
開
し
た
論
理
で
あ
っ
た
。

現代スウェーデン政党政治史論（D

　
▽
議
会
改
革
（
二
院
制
議
会
の
誕
生
）

　
∪
①
Ω
①
臼
の
改
革
案
は
か
っ
て
な
い
規
模
で
大
衆
の
反
応
を
惹
き
起
こ
し
た
。
活
発
な
論
争
が
先
ず
新
聞
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
な
ど
で
展

開
さ
れ
、
遂
に
は
議
会
を
主
戦
場
と
す
る
迄
に
な
っ
た
。
既
得
権
死
守
を
計
る
伝
統
主
義
者
達
は
】
）
⑦
O
①
臼
を
階
級
へ
の
反
逆
者
と
し

て
告
発
し
た
。
し
か
し
、
最
終
的
決
着
を
つ
け
る
べ
く
六
五
年
に
改
革
案
が
身
分
制
議
会
に
提
出
さ
れ
た
時
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
、
農
民

層
は
熱
烈
に
支
持
し
た
。
反
対
論
の
急
先
鋒
と
な
っ
た
の
は
聖
職
者
層
で
あ
っ
た
。
決
定
権
は
貴
族
の
手
中
に
あ
っ
た
。
議
会
政
治
史
上

最
も
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
論
争
の
中
で
賛
・
罪
過
陣
営
は
そ
れ
ぞ
れ
の
主
張
を
繰
り
広
げ
た
。
論
争
が
四
日
目
の
朝
を
迎
え
た
時
、
貴
族

議
会
菊
置
9
臣
蕊
虫
は
最
終
票
決
時
間
を
午
後
二
時
に
決
め
散
会
し
た
。
票
決
内
容
に
よ
っ
て
は
議
会
前
に
待
機
す
る
群
衆
の
不
満
爆
発

を
惹
き
起
こ
し
暴
動
を
誘
発
す
る
こ
と
も
あ
り
う
る
と
憂
慮
さ
れ
た
。
万
一
の
場
合
に
備
え
て
軍
隊
が
派
遣
さ
れ
た
。
し
か
し
、
警
戒
は

不
必
要
で
あ
る
こ
と
が
判
っ
た
。
貴
族
議
会
は
三
六
｝
対
二
九
四
の
票
決
で
改
革
に
踏
み
切
っ
た
。
翌
日
、
保
守
勢
力
の
牙
城
聖
職
者
議

会
も
他
の
身
分
制
議
会
の
決
定
に
や
む
な
く
従
っ
た
。

　
貴
族
議
会
の
メ
ン
バ
ー
が
改
革
に
踏
み
切
っ
た
理
由
は
二
つ
あ
る
。
先
ず
第
｝
に
、
議
会
内
外
、
と
り
わ
け
大
衆
の
間
に
湧
き
上
っ
た

改
革
を
求
め
る
声
を
前
に
し
て
、
身
分
制
議
会
の
廃
止
は
時
間
の
問
題
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
納
得
し
て
い
た
。
第
二
の
理
由
は
U
①
O
①
臼

案
の
穏
健
な
内
容
で
あ
る
。
実
際
、
彼
の
提
案
は
急
進
的
改
革
計
画
ど
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
。
代
議
政
治
の
形
態
と
外
貌
は
変
え
る
も
の

で
は
あ
っ
た
が
政
治
権
力
の
分
配
方
法
に
つ
い
て
は
従
来
の
内
容
を
大
幅
に
変
更
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
（
そ
れ
で
も
な
お
、
六
五
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～
六
六
年
の
議
会
法
定
訂
紆
α
q
8
a
三
口
σ
q
は
旧
体
制
の
構
造
を
暴
力
や
外
的
圧
力
な
ど
の
手
段
で
は
な
く
討
論
に
よ
っ
て
廃
止
し
た
歴
史

上
稀
有
な
事
例
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
は
銘
記
さ
れ
て
よ
い
。
そ
の
精
神
は
コ
ン
セ
ン
サ
ス
・
ポ
リ
テ
ィ
ッ
ク
ス
と
称
さ
れ
る
そ
の
後
の
ス

ウ
ェ
ー
デ
ン
政
治
に
生
か
さ
れ
て
い
る
（
一
）
・
菊
口
ω
け
。
芝
・
　
目
O
α
α
）
。

　
∪
Φ
○
①
臼
が
身
分
制
議
会
の
廃
止
を
内
容
と
す
る
改
革
案
を
提
出
し
た
理
由
は
諸
身
分
が
ほ
ぼ
同
じ
位
の
強
さ
を
持
つ
二
つ
の
党
派

（
貴
族
、
聖
職
者
対
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
、
農
民
）
に
分
か
れ
特
定
身
分
の
利
益
と
特
定
身
分
へ
の
偏
見
を
強
調
す
る
政
治
が
公
共
の
利
益

を
犠
牲
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
認
識
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
分
派
主
義
、
党
派
主
義
の
克
服
が
動
…
機
で
あ
っ
た
。
し
か

し
、
彼
の
期
待
は
完
全
に
裏
切
ら
れ
た
。
二
院
制
議
会
開
設
照
準
か
二
～
三
週
間
に
し
て
、
最
初
の
か
な
り
形
を
整
え
た
政
党
が
議
会
の

中
央
で
発
生
し
た
の
で
あ
る
。

　
∪
①
○
Φ
臼
に
よ
る
議
会
改
革
は
政
党
政
治
発
展
の
好
ま
し
い
土
壌
を
提
供
し
た
。
先
ず
、
議
会
零
訂
壁
σ
q
は
毎
年
定
期
的
に
開
か
れ

る
こ
と
に
な
り
政
党
活
動
の
揚
は
飛
躍
的
に
増
大
し
た
（
従
来
は
三
～
五
年
に
一
度
と
い
う
具
合
に
不
定
期
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
い
つ

で
も
特
別
議
会
を
蟻
集
で
き
る
国
王
大
権
は
存
続
す
る
こ
と
に
な
っ
た
）
。
第
二
に
、
四
つ
の
部
分
か
ら
成
る
身
分
制
議
会
か
ら
二
院
制

議
会
へ
の
移
行
に
伴
な
っ
て
議
員
選
出
方
法
が
改
革
さ
れ
た
。
全
議
員
が
選
挙
に
よ
っ
て
補
充
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
政
党
の
活
動
の
場

が
保
証
さ
れ
た
。
従
来
は
、
選
挙
は
農
民
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
、
下
級
聖
職
者
に
つ
い
て
の
み
行
な
わ
れ
て
い
た
に
過
ぎ
ず
高
級
聖
職
者

に
つ
い
て
は
そ
の
役
職
資
格
に
よ
っ
て
、
貴
族
に
つ
い
て
は
世
襲
に
よ
っ
て
議
席
が
与
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
二
つ
の
新
し
い
状
況
に

加
え
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
発
達
と
教
育
水
準
の
継
続
的
向
上
（
既
に
一
八
四
二
年
に
教
育
は
全
国
で
義
務
と
な
っ
て
い
た
）
が
政

党
の
発
達
を
促
進
す
る
条
件
を
提
供
し
た
。

　
し
か
し
、
六
五
～
六
六
年
議
会
改
革
は
政
党
政
治
の
発
展
に
と
っ
て
は
あ
く
ま
で
も
部
分
的
前
進
以
上
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
実
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現代スウェーデン政党政治史論（1）

際
、
政
党
は
先
ず
議
会
政
党
な
い
し
は
院
内
政
党
韻
脚
。
。
α
p
α
q
。
。
℃
鴛
叶
一
霞
と
し
て
発
生
し
、
議
会
内
組
織
と
議
会
外
選
挙
組
織
く
p
。
す
σ
q
鋤
巳
ω
Q
－

ま
郎
巽
の
結
合
と
い
う
事
態
は
一
切
生
じ
な
か
っ
た
。
政
党
の
発
展
を
阻
止
す
る
い
く
つ
か
の
要
因
は
一
九
〇
七
～
〇
九
年
、
一
九
一
八

～
二
一
年
の
二
度
に
わ
た
る
議
会
改
革
ま
で
保
持
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
先
ず
第
一
の
要
因
は
、
両
院
に
同
じ
権
限
が
与
え
ら
れ
た
こ

と
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
じ
権
限
を
与
え
ら
れ
た
た
め
両
院
間
の
性
格
上
の
相
違
が
大
き
く
な
り
、
一
連
の
問
題
に
つ
い
て
互
い

に
鋭
く
対
立
す
る
よ
う
な
事
態
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
従
来
の
階
級
対
立
（
聖
職
者
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
、
貴
族
、
農
民

間
の
）
は
議
院
間
対
立
に
と
っ
て
か
わ
ら
れ
た
。
両
院
間
の
相
違
は
従
来
の
諸
身
分
問
の
相
違
以
上
に
経
済
的
利
益
の
相
違
と
密
接
に
結

び
付
い
て
い
た
。
し
か
も
、
中
間
的
存
在
（
貴
族
と
農
民
と
の
間
の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
、
聖
職
者
）
が
取
り
除
か
れ
た
た
め
対
立
者
は
直

接
ぶ
つ
か
り
合
う
こ
と
に
な
っ
た
。
両
院
問
対
立
は
《
紳
士
げ
Φ
旨
胃
と
農
民
げ
。
，
p
α
窪
》
問
の
対
立
と
い
う
社
会
的
色
彩
を
与
え
ら
れ

た
。
第
一
院
（
h
曾
。
。
鼠
ぎ
日
日
窪
①
口
こ
こ
で
は
上
院
）
は
地
方
自
治
体
議
会
を
基
礎
に
し
た
間
接
選
挙
で
、
上
流
階
級
保
守
勢
力
の
要
塞

で
あ
っ
た
。
官
僚
勢
力
が
支
配
し
た
が
官
職
は
上
流
階
級
の
指
定
席
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
上
院
は
下
院
と
よ
り
も
行
政
部
と
結
び
付
く

傾
向
が
強
か
っ
た
。
な
お
、
議
員
の
任
期
は
九
年
目
、
議
員
資
格
は
年
齢
三
五
歳
以
上
、
最
低
四
〇
〇
〇
ク
ロ
ー
ノ
ル
の
所
得
に
対
す
る

所
得
税
を
支
払
っ
て
い
る
こ
と
、
で
あ
っ
た
。
議
員
に
は
一
切
の
俸
給
が
な
か
っ
た
。
一
方
、
第
二
院
（
き
一
宇
冨
ヨ
ヨ
鷺
①
⇒
こ
こ
で
は

下
院
）
は
直
接
選
挙
で
補
充
さ
れ
、
主
に
農
民
層
に
支
配
さ
れ
た
。
下
院
議
員
資
格
は
二
五
歳
に
達
し
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
少
額
の
所

得
を
有
し
て
い
る
こ
と
、
で
あ
っ
た
。
任
期
は
三
年
で
歳
費
も
支
払
わ
れ
た
。
彼
ら
は
自
分
達
を
上
院
お
よ
び
上
院
を
支
配
し
て
い
る
階

級
に
対
す
る
一
種
の
半
永
久
的
反
対
勢
力
ど
考
え
て
い
た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
両
院
間
競
合
の
固
定
化
と
大
き
な
社
会
的
懸
隔
の
た

め
政
党
の
円
滑
な
発
達
が
か
な
り
の
程
度
ま
で
阻
止
さ
れ
た
。
（
図
表
－
参
照
）
。

．
政
党
政
治
の
発
達
を
阻
止
す
る
第
二
の
要
因
は
選
挙
基
盤
の
小
さ
さ
（
と
り
わ
け
上
院
に
つ
い
て
）
で
あ
っ
た
。
竜
と
も
と
∪
①
Ω
Φ
霞
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図表1：職業別上下両院議員分類

（1867年）　（1876年）

職業カテゴリー 麺噸員％
（1885年）

嚢員％
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下

院

麺％1塑％
高級官僚
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院
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下級官吏

自由業

農業等

　うち土地所有者｛　その他の農業従
　事者

貿易，運輸，工業

労働者
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1（・87・年）‘　　　　　　　　　　1（・89・年）1　1（・9・・年）
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1
4
6
4
6
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2
8
「

0．8：

36．51
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22．2…

　1　　　1
59140．71

3　2．11

4933．8：

4411
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34123．4

1451 P00．01
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62141．3
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42、28．0・
351

7
旨
4026．7．

十凹
言
口

126100．O
　l

150100．0：
　1　一」

＊L．Sk61d，　A．　Halvarson，1966，　s．391，401．

ぢ
①
豪
昌
が
述
べ
た
よ
う

に
た
だ
「
旧
来
の
職
業

（
身
分
）
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
実

際
的
な
税
金
選
挙
権
と
い

う
算
術
用
語
に
か
え
た
」

だ
け
で
あ
っ
た
。
下
院
選

挙
権
を
持
つ
者
は
全
国
民

の
約
五
％
（
成
年
男
子
の

約
二
〇
％
）
だ
け
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
、
上
院
の
被

選
挙
権
資
格
（
収
入
・
財

産
資
格
）
を
充
足
し
て
い

る
者
は
全
国
民
三
隅
か
六

〇
〇
〇
人
に
過
ぎ
な
か
つ

の
改
革
は
選
挙
権
の
大
幅

拡
大
を
意
図
し
た
も
の
で

は
な
か
っ
た
。
幻
ρ
匹
。
開
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た
（
一
八
七
「
年
）
。
こ
れ
で
は
下
層
中
産
階
級
や
肉
体
労
働
者
層
が
議
会
構
成
の
決
定
に
大
き
な
影
響
力
を
行
使
で
き
な
い
と
し
て
も
当

然
で
あ
ろ
う
。
広
大
な
大
衆
に
ア
ピ
ー
ル
し
彼
ら
を
政
治
的
活
動
に
動
員
し
よ
う
と
す
る
努
力
が
阻
止
さ
れ
た
と
し
て
も
そ
の
意
味
で
は

理
解
で
き
な
い
こ
と
で
は
な
い
。

　
議
会
外
全
国
組
織
は
そ
の
後
と
く
に
関
税
問
題
、
選
挙
権
拡
大
問
題
、
防
衛
問
題
と
の
関
係
で
、
党
の
宣
伝
活
動
の
重
要
な
担
い
手
と

し
て
大
き
な
意
味
を
持
ち
始
め
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
少
な
く
と
も
世
紀
の
移
り
目
迄
は
議
会
政
党
が
政
治
の
舞
台
を
支
配
し
て
い
た
と

い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
そ
こ
で
院
内
政
党
に
つ
い
て
限
定
し
て
述
べ
て
お
こ
う
。

現代スウェーデン政党政治史論（！）

　
▽
地
方
党
の
誕
生

　
一
八
六
七
年
に
院
内
政
党
と
し
て
地
方
党
い
β
。
ロ
巨
き
口
書
⇔
a
露
が
下
院
で
誕
生
し
た
。
そ
の
組
織
と
行
動
パ
タ
ー
ン
は
い
く
つ
か
の

点
で
そ
の
後
に
生
ま
れ
た
政
党
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
。
こ
の
党
の
基
本
姿
勢
は
O
p
ユ
緊
く
胃
ω
ω
o
口
の
言
葉
に
従
え
ば
「
官
僚
勢
力
の
利
益

と
資
本
の
利
益
に
抵
抗
す
る
こ
と
」
で
あ
っ
た
。
始
め
か
ら
攻
撃
的
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
持
っ
て
登
場
し
た
。
そ
し
て
比
較
的
明
確
に
定
義

さ
れ
た
要
求
を
含
ん
で
い
た
。
党
を
指
導
し
た
の
は
目
的
意
識
に
富
ん
だ
グ
ル
ー
プ
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
党
規
律
を
守
る
た
め
に
は
逸
脱

し
た
メ
ン
バ
ー
に
対
し
て
は
か
な
り
強
力
な
制
裁
を
行
う
べ
き
だ
と
考
え
、
実
際
そ
う
す
る
こ
と
に
逡
巡
し
な
か
っ
た
。
党
内
結
束
が
力

の
源
泉
と
な
る
こ
と
を
充
分
認
識
し
て
い
た
の
で
統
一
と
団
結
を
強
調
し
た
。
そ
の
た
め
に
採
用
し
た
戦
略
は
会
議
を
頻
繁
に
開
い
て
党

内
結
束
の
基
盤
を
見
出
し
連
携
プ
レ
ー
の
基
礎
を
強
化
す
る
方
法
で
あ
っ
た
。
地
方
党
は
党
へ
の
帰
属
と
団
結
が
議
会
内
決
定
作
成
過
程

で
の
個
々
の
議
員
の
態
度
形
成
に
あ
た
っ
て
そ
れ
自
体
で
強
力
な
フ
ァ
ク
タ
ー
に
な
り
得
る
こ
と
を
充
分
理
解
し
て
い
た
。
連
帯
感
は
地

方
党
に
と
っ
て
中
心
的
な
財
産
で
あ
っ
た
。
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下
院
に
存
在
し
て
い
た
そ
の
他
の
議
員
グ
ル
ー
プ
は
地
方
党
と
比
較
す
れ
ば
非
常
に
ル
ー
ズ
な
性
格
を
持
つ
も
の
で
あ
り
、
ク
ラ
ブ
と

院
内
政
党
の
中
間
的
存
在
で
あ
っ
た
。
し
か
し
地
方
党
に
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
第
一
の
問
題
は
そ
の
攻
撃
的
姿
勢
が
他
者

否
定
主
義
の
要
素
を
内
包
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
党
を
指
導
し
た
リ
ー
ダ
ー
の
中
に
は
自
ら
責
任
を
分
有
す
る
意
思
と
情
熱
を
欠
き
な

が
ら
政
府
の
政
策
に
は
一
方
的
に
激
し
い
攻
撃
を
加
え
る
と
い
う
非
建
設
型
リ
ー
ダ
ー
が
い
く
人
も
見
ら
れ
た
。
第
二
の
問
題
は
多
く
の

中
心
的
問
題
に
つ
い
て
、
活
発
な
討
論
だ
け
で
は
容
易
に
架
橋
で
き
そ
う
も
な
い
さ
ま
ざ
ま
な
見
解
が
党
内
に
充
満
し
て
い
た
こ
と
で
あ

る
。
国
防
の
近
代
化
に
つ
い
て
は
満
場
一
致
に
達
す
る
こ
と
も
容
易
で
あ
っ
た
が
、
憲
法
改
正
の
細
目
が
現
実
に
政
治
化
さ
れ
る
に
つ
れ

て
党
内
世
論
が
多
様
化
し
た
。
と
り
わ
け
、
兵
役
問
題
が
異
見
の
存
在
を
浮
き
彫
り
に
さ
せ
た
。
そ
し
て
一
八
八
○
年
代
中
期
に
な
る
と

関
税
問
題
を
め
ぐ
っ
て
党
分
裂
へ
の
傾
向
が
頂
点
に
達
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
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▽
全
国
政
党
組
織
発
生
の
き
ざ
し

　
上
院
で
は
政
党
は
し
ば
ら
く
の
間
発
生
し
な
か
っ
た
。
よ
り
ル
ー
ズ
な
議
員
グ
ル
ー
プ
だ
け
が
形
成
さ
れ
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
と
い
っ

て
も
六
五
～
六
六
年
の
議
会
制
度
改
革
に
続
く
最
初
の
二
〇
年
間
に
近
代
的
な
政
党
制
を
組
織
し
よ
う
と
す
る
努
力
が
一
切
な
か
っ
た
わ

け
で
は
な
い
。
確
か
に
そ
の
努
力
は
存
在
し
た
。
し
か
し
ほ
と
ん
ど
成
功
し
な
か
っ
た
だ
け
で
あ
る
。
ど
の
議
員
グ
ル
ー
プ
に
し
て
も
広

大
な
国
民
層
を
政
治
活
動
に
誘
導
す
る
な
ど
と
い
う
考
え
を
完
全
に
無
視
し
て
い
た
。
有
権
者
に
接
近
し
、
彼
ら
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
な
ど

と
い
う
こ
と
は
常
に
傲
慢
で
向
う
見
ず
な
こ
と
で
あ
る
と
い
う
風
潮
が
支
配
的
で
あ
っ
た
。

　
だ
が
、
入
○
年
代
の
第
一
次
関
税
闘
争
邑
算
H
己
Φ
昌
と
選
挙
が
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
政
治
的
環
境
に
決
定
的
な
変
化
を
惹
き
起
こ
す
こ

と
に
な
っ
た
。
関
税
闘
争
の
激
化
に
伴
な
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
市
民
組
織
が
政
治
的
発
言
権
を
持
つ
に
至
っ
た
。
強
固
な
組
織
と
利
用
で
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き
る
宣
伝
手
段
を
活
用
し
よ
う
と
い
う
意
思
を
欠
い
た
全
国
政
党
が
存
在
し
な
い
限
り
、
地
方
の
市
民
集
団
、
ク
ラ
ブ
、
あ
ら
ゆ
る
種
類

の
徒
党
に
も
政
策
に
影
響
を
与
え
る
可
能
性
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
選
挙
集
会
く
巴
日
α
8
口
の
レ
ベ
ル
で
は
と
く
に
そ
う
で
あ

っ
た
。
選
挙
集
会
は
O
巷
口
気
妻
⇔
霞
目
に
従
え
ば
「
市
民
が
そ
の
政
治
的
意
見
を
表
明
す
る
た
め
の
最
も
重
要
な
組
織
で
あ
り
、
統
治

者
と
被
治
者
を
結
ぶ
主
要
な
接
触
手
段
」
で
あ
っ
た
（
∩
馬
齢
署
。
一
口
口
”
　
H
り
①
H
）
。
禁
酒
運
動
組
織
づ
嘗
8
臣
①
け
ω
。
茜
帥
巳
。
。
塗
下
8
角
や
宗
教
団

体
な
ど
が
こ
の
選
挙
集
会
を
主
た
る
活
動
舞
台
と
す
る
政
治
集
団
と
し
て
浮
上
し
た
。
こ
れ
ら
の
組
織
は
市
民
に
ア
ピ
ー
ル
し
自
派
の
候

補
者
に
彼
ら
の
注
意
を
惹
き
付
け
よ
う
と
努
力
す
る
そ
の
他
の
有
権
者
徒
党
く
巴
旧
き
降
。
け
§
否
に
劣
ら
ぬ
能
力
と
資
格
を
持
っ
て
い

た
。
し
か
し
、
こ
の
有
権
者
結
社
の
い
く
つ
か
は
、
そ
の
他
の
組
織
が
そ
の
後
利
益
集
団
と
し
て
発
展
し
て
い
く
性
格
を
持
っ
て
い
た
の

に
反
し
、
政
党
組
織
に
近
い
性
格
を
備
え
て
い
た
。
大
衆
の
意
見
を
吸
収
し
広
大
な
基
盤
で
よ
り
継
続
的
な
政
治
活
動
を
行
な
う
た
め
の

条
件
が
整
い
始
め
た
時
、
今
日
的
な
意
味
で
の
政
党
組
織
の
欠
如
が
作
り
出
し
た
空
白
を
埋
め
た
の
は
ま
さ
に
こ
の
有
権
者
結
社
で
あ
っ

た
。
こ
の
タ
イ
プ
の
組
織
に
は
「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
労
働
の
友
協
会
司
α
掃
巳
p
σ
q
Φ
口
。
。
〈
①
ロ
ω
訂
母
げ
①
一
Φ
冨
ぐ
ぎ
口
臼
」
や
数
多
く
の
有
権
者
結

社
が
あ
る
。
（
こ
れ
ら
は
九
〇
年
以
後
は
「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
普
通
選
挙
権
同
盟
ω
〈
①
ユ
σ
q
窃
亀
戸
管
昆
a
。
。
q
似
け
一
曲
酵
げ
慧
山
」
に
統
合
さ
れ

た
）
。
さ
ら
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
愛
国
的
団
体
、
例
え
ば
「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
権
利
Q
つ
く
Φ
ユ
ひ
q
①
逡
曄
け
」
、
「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
国
民
協
会
ω
〈
Φ
蕊
冨

Z
餌
ま
昌
㊤
ま
当
住
旨
ひ
q
①
コ
」
、
二
般
国
防
協
会
≧
一
撃
ぎ
舜
ま
誘
く
母
ω
h
α
器
コ
ぎ
α
q
窪
」
、
も
活
動
を
開
始
し
た
。
こ
れ
ら
の
結
社
は
世
紀
の
移

り
目
溢
に
順
次
作
ら
れ
た
全
国
政
党
の
祖
先
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
実
際
こ
の
種
の
宣
伝
組
織
は
国
民
に
到
達
す
る
こ
と
に
成
功
を
収
め

た
。
そ
し
て
、
議
会
オ
ピ
ニ
オ
ン
と
国
民
の
オ
ピ
ニ
オ
ン
を
架
橋
す
る
装
置
と
し
て
次
第
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
選
挙
に
あ
た

っ
て
市
民
に
ア
ピ
ー
ル
し
ょ
う
と
す
る
試
み
は
既
に
早
い
時
期
に
、
と
り
わ
け
八
四
年
選
挙
時
に
生
じ
た
。
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
試

み
は
時
代
の
転
換
期
を
特
徴
付
け
る
第
一
次
関
税
論
争
、
選
挙
権
拡
大
論
争
、
防
衛
論
争
に
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
。
そ
れ
で
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も
、
か
よ
う
な
活
動
の
お
か
げ
で
投
票
率
は
伸
び
た
し
、
選
挙
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
は
以
前
に
比
べ
飛
躍
的
に
活
発
化
し
た
。
議
会
外
全
国
組

織
の
整
備
・
拡
大
を
基
礎
に
議
会
政
党
と
議
会
外
全
国
組
織
と
が
結
合
さ
れ
る
新
し
い
発
展
段
階
の
到
来
は
今
や
時
間
の
問
題
と
な
っ

た
。
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▽
関
税
問
題
と
政
界
再
編

　
七
〇
年
代
に
政
治
化
さ
れ
た
関
税
問
題
は
八
○
年
代
末
に
政
界
再
編
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
っ
た
。
も
っ
と
も
、
こ
の
政
界
再
編
は
依

然
と
し
て
議
会
内
政
党
配
列
の
問
題
で
し
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
。

　
七
〇
年
代
の
世
界
市
場
で
は
価
格
が
下
降
線
を
描
き
、
ド
イ
ツ
や
そ
の
他
の
国
で
は
保
護
関
税
策
を
採
用
し
た
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は

農
業
部
門
が
最
も
不
況
に
悩
ま
さ
れ
た
。
例
え
ば
八
一
年
～
八
七
年
期
で
も
小
麦
の
卸
売
価
格
は
四
六
％
、
ラ
イ
麦
の
場
合
は
四
八
％
下

降
し
た
。
国
内
市
場
用
の
穀
物
を
作
り
な
が
ら
低
価
格
の
外
国
産
農
作
物
の
洪
水
を
前
に
し
て
打
つ
手
を
見
出
せ
な
か
っ
た
地
主
、
大
農

層
か
ら
最
も
熱
心
な
保
護
貿
易
論
が
提
出
さ
れ
た
と
し
て
も
当
然
で
あ
っ
た
。
時
の
円
げ
①
ヨ
讐
§
侮
臼
政
府
は
断
固
こ
の
要
求
を
斥
け

た
。
し
か
し
、
保
護
貿
易
論
者
鷲
。
8
犀
ま
巳
簿
臼
は
議
会
票
決
で
勝
利
に
持
ち
込
み
た
い
と
の
希
望
を
捨
て
な
か
っ
た
。
議
会
内
決
定

作
成
過
程
の
伝
統
的
障
害
、
す
な
わ
ち
議
院
間
意
見
不
一
致
に
よ
る
問
題
の
棚
上
げ
、
廃
案
と
い
う
障
害
を
恐
れ
る
必
要
が
既
に
な
く
な

っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
六
五
年
～
六
六
年
の
議
会
改
革
に
よ
っ
て
歳
入
・
歳
出
関
連
問
題
に
つ
い
て
は
両
院
合
同
票
決
σ
q
①
ヨ
窪
ω
①
ヨ

ぐ
0
8
目
ぎ
σ
q
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
制
度
に
よ
っ
て
一
院
の
少
数
派
も
他
院
の
多
数
派
と
の
多
数
派
工
作
に
よ
っ
て

政
治
力
を
発
揮
で
き
る
。
議
会
内
の
票
は
比
較
的
簡
単
に
読
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
選
挙
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
に
対
す
る
熱
の
入
れ
方
は
以
前

と
は
比
べ
も
の
に
な
ら
な
か
っ
た
。
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入
五
年
に
な
る
と
上
下
両
院
の
保
護
貿
易
論
者
が
戦
略
調
整
の
た
め
に
初
め
て
合
同
協
議
会
を
開
い
た
。
議
会
外
で
は
保
護
貿
易
同
盟

と
自
由
貿
易
論
者
ま
無
口
薄
藍
①
が
全
国
的
規
模
で
激
し
い
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
展
開
し
た
。
八
七
年
春
、
保
護
貿
易
論
者
に
よ
る
両
院
合

同
採
決
で
の
勝
利
を
阻
止
す
る
た
め
日
ゲ
Φ
日
℃
♂
巳
角
首
相
は
敢
え
て
下
院
解
散
と
い
う
挙
に
出
た
。

　
入
七
年
春
解
散
選
挙
く
脚
く
巴
窪
H
。
。
。
。
刈
、
同
年
九
月
の
通
常
選
挙
ゲ
α
。
。
零
巴
窪
H
。
。
G
。
刈
は
前
例
の
な
い
程
激
し
い
も
の
と
な
っ
た
。
以

前
の
選
挙
で
は
有
権
者
の
二
〇
～
二
五
％
し
か
投
票
の
労
を
と
ら
な
か
っ
た
の
に
八
七
年
四
月
選
挙
で
は
四
八
・
一
％
（
都
市
部
六
二
・

九
％
、
地
方
四
四
・
四
％
）
が
投
票
場
に
足
を
運
ん
だ
。
（
こ
の
政
治
的
関
心
の
高
さ
は
二
〇
年
後
の
選
挙
権
論
争
の
ピ
ー
ク
時
ま
で
再

現
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
）
。
八
七
年
の
二
度
の
選
挙
で
自
由
貿
易
派
は
一
般
投
票
の
明
白
な
過
半
数
を
獲
得
し
た
。
春
選
挙
で
は
自

由
貿
易
派
＝
二
六
議
席
、
保
護
貿
易
派
八
五
議
席
と
自
由
貿
易
派
が
圧
倒
し
た
。
秋
選
挙
で
も
自
由
貿
易
派
一
二
五
議
席
、
保
護
貿
易
派

九
七
議
席
と
差
は
接
近
し
た
も
の
の
依
然
絶
対
多
数
を
制
し
た
。
し
か
し
こ
の
勝
利
は
思
わ
ぬ
出
来
事
の
た
め
に
灰
儘
に
帰
し
た
。
事
件

は
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
で
お
こ
っ
た
。
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
は
二
二
名
の
議
員
を
選
出
す
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
自
由
貿
易
論
の
主
た
る
要

塞
の
一
つ
で
あ
り
、
秋
の
選
挙
で
も
彼
ら
が
圧
勝
し
全
議
席
を
独
占
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
自
由
貿
易
論
派
の
提
出
し
た
候
補
者
リ
ス
ト

パ
き
岳
畠
島
ω
寅
に
は
数
年
前
の
税
金
を
滞
納
し
て
い
る
候
補
者
（
し
か
も
未
納
分
は
僅
か
一
一
ク
ロ
ー
ノ
ル
五
八
オ
ー
レ
で
あ
っ
た
）
が

含
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
税
金
滞
納
は
被
選
挙
権
の
技
術
的
剥
奪
を
意
味
す
る
。
同
年
の
上
院
で
保
護
貿
易
派
と
自
由
貿
易
派
の
議

席
数
が
は
じ
め
て
逆
転
し
（
七
七
対
六
七
）
苦
し
い
立
場
に
追
い
込
ま
れ
て
い
た
日
ゲ
①
ヨ
冥
雪
見
①
同
首
相
が
上
院
議
席
差
（
マ
イ
ナ
ス
一

〇
）
を
上
回
る
議
席
差
（
二
八
）
で
自
由
貿
易
派
が
勝
っ
た
こ
と
を
喜
ん
だ
矢
先
の
出
来
事
で
あ
っ
た
。
税
金
滞
納
は
以
前
で
も
珍
ら
し

い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
大
抵
の
場
合
気
付
か
れ
ず
に
済
ん
で
い
た
。
し
か
し
以
前
と
は
違
っ
た
要
素
が
あ
っ
た
。
関
税
論
争
を

契
機
と
す
る
党
派
心
℃
胃
け
一
き
審
の
高
揚
で
あ
る
。
保
護
関
税
派
は
告
訴
と
い
う
挙
に
出
た
。
法
廷
は
技
術
的
違
反
行
為
を
前
に
し
て
自
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図表H：議会内勢力分布（1887～1909年）
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由
貿
易
派
に
投
ぜ
ら
れ
た
全
投
票
の
無
効
を
宣
言
し
、
次
点
候
補
者
リ
　
2
8

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー

ス
ト
に
議
席
を
与
え
た
。
か
く
し
て
、
自
由
貿
易
派
の
二
二
議
席
は
保

護
貿
易
派
の
も
の
と
な
っ
た
。
そ
の
結
果
保
護
貿
易
派
は
下
院
で
一
一

九
議
席
、
上
院
で
七
七
議
席
、
合
同
採
決
で
一
九
六
議
席
を
制
し
、
自

由
貿
易
派
の
そ
れ
ぞ
れ
】
〇
三
議
席
、
六
七
議
席
、
一
七
〇
議
席
を
上

回
っ
た
。
（
図
表
H
参
照
）
。
入
入
年
議
会
で
保
護
貿
易
派
は
こ
の
予
期

せ
ぬ
プ
レ
ゼ
ン
ト
を
利
用
し
て
、
時
を
移
さ
ず
関
税
法
案
を
成
立
さ
せ

た
。
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
の
自
由
留
ハ
易
論
者
が
こ
の
経
過
を
に
が
に
が
し

い
思
い
で
見
守
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
し
か

し
、
あ
る
意
味
で
こ
の
不
慮
の
出
来
事
は
遅
か
れ
早
か
れ
到
来
す
る
で

あ
ろ
う
保
護
貿
易
論
の
勝
利
を
早
め
た
だ
け
と
も
言
え
よ
う
。
な
ぜ
な

ら
、
図
表
H
　
で
も
判
る
よ
う
に
、
九
〇
年
下
院
選
挙
で
自
由
貿
易
派

が
過
半
数
を
回
復
し
た
時
も
上
院
で
の
後
退
が
一
層
明
確
に
な
っ
て
い

た
か
ら
で
あ
る
。
上
院
で
、
そ
し
て
合
同
採
決
で
自
由
貿
易
派
が
勝
利

で
き
る
可
能
性
は
九
〇
年
以
降
皆
無
に
な
っ
た
。

　
関
税
論
争
は
政
党
配
置
図
を
根
底
か
ら
変
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
農

作
物
へ
の
輸
入
税
は
農
民
の
基
本
的
な
主
張
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
地
方
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党
が
そ
の
問
題
に
つ
い
て
細
部
に
ま
で
結
束
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
商
品
と
し
て
市
場
に
出
せ
る
余
剰
作
物
を
作
っ
て
い
な
い

小
農
や
牧
畜
を
専
業
に
し
て
い
る
大
土
地
所
有
者
に
と
っ
て
は
関
税
論
者
が
主
張
す
る
保
護
政
策
か
ら
は
得
る
と
こ
ろ
が
少
な
い
よ
う
に

思
え
た
（
O
’
］
≦
o
U
茜
。
筥
㊤
ざ
ド
㊤
Q
。
㊤
）
。

　
老
党
首
O
鎖
ユ
太
く
胃
。
。
。
。
8
は
本
質
的
に
自
由
貿
易
論
者
で
あ
っ
た
が
党
内
抗
争
を
回
避
し
結
束
を
固
め
る
た
め
に
中
立
的
立
揚
を
党
が

と
り
続
け
る
よ
う
全
力
を
尽
く
し
て
い
た
。
し
か
し
、
世
論
を
二
分
す
る
よ
う
な
政
治
問
題
に
つ
い
て
政
党
が
い
つ
ま
で
も
中
立
た
り
う

る
こ
と
は
到
底
で
き
な
い
相
談
で
あ
る
。

　
関
税
法
案
が
議
会
を
通
過
し
た
八
入
年
頃
迄
に
は
地
方
党
内
の
亀
裂
は
決
定
的
に
な
っ
て
い
た
。
党
内
の
保
護
貿
易
論
者
は
八
八
年

に
「
新
地
方
党
2
葦
貯
三
8
碧
皐
唱
碧
岡
目
簿
」
を
作
っ
た
。
こ
れ
は
九
四
年
迄
続
い
た
。
一
方
自
由
貿
易
論
者
は
「
旧
地
方
塔
Ω
。
面
杖

冨
三
日
き
ロ
㊤
℃
9
昆
簿
」
を
作
っ
た
。
ま
た
、
都
市
に
住
む
自
由
貿
易
論
者
は
入
九
年
目
「
下
院
中
央
派
》
巳
鑓
冨
ヨ
ヨ
胃
・
話
8
旨
㊤
」

の
名
の
下
に
集
結
し
た
。
上
院
で
は
保
護
論
者
が
八
入
年
に
「
保
護
貿
易
多
数
党
℃
8
8
宥
一
。
巳
ω
募
潮
曇
鎖
一
。
同
一
け
Φ
統
冒
吋
£
を
作
っ
た
。
こ

れ
は
一
九
〇
九
年
迄
続
い
た
。
ま
た
少
数
派
は
同
年
「
穏
健
自
由
貿
易
黒
目
。
用
済
箕
ま
げ
9
。
ロ
号
冨
娼
曽
叶
ご
を
作
っ
た
。
こ
れ
は
一
九
〇
四

年
迄
続
い
た
。

　
▽
頃
O
。
・
訂
0
3
冨
内
閣
・
地
方
党
の
再
合
同

　
八
七
～
八
入
年
の
保
護
貿
易
論
の
勝
利
に
よ
っ
て
安
定
し
た
議
会
内
支
持
に
基
礎
を
置
く
強
力
内
閣
の
可
能
性
が
初
め
て
生
ま
れ
た

（
票
決
は
多
分
に
ラ
ッ
キ
ー
な
も
の
で
あ
っ
た
が
）
。
∪
①
O
①
9
内
閣
以
来
の
議
会
内
党
派
か
ら
孤
立
し
た
政
権
の
伝
統
が
一
応
終
止
符
を

打
．
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
○
ω
。
胃
ヵ
。
げ
Φ
円
月
五
心
嘗
p
。
巳
Φ
同
を
首
班
と
す
る
自
由
貿
易
論
内
閣
は
八
七
年
一
二
月
辞
職
し
た
。
し
か
し
、
国
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王
0
8
三
目
　
は
全
閣
僚
の
即
時
辞
職
を
拒
否
し
た
。
彼
は
議
会
と
国
王
間
の
厳
格
な
権
力
分
配
の
原
理
に
執
拗
に
固
執
し
た
。
（
一
八

〇
九
年
以
来
の
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
憲
法
は
王
と
議
会
間
の
権
力
分
配
を
明
確
に
規
定
し
て
い
る
。
当
時
、
国
王
は
行
政
権
を
、
議
会
は
課
税

権
と
予
算
編
成
権
を
与
え
ら
れ
て
い
た
。
立
法
権
は
国
王
と
議
会
に
分
割
さ
れ
て
い
た
）
。
と
く
に
、
国
王
の
持
つ
閣
僚
指
名
権
に
対
す

る
一
切
の
外
部
干
渉
に
敏
感
な
拒
絶
反
応
を
示
し
た
。
例
え
ば
、
新
聞
が
あ
る
時
、
》
づ
8
⇒
Z
匠
器
ω
笠
窪
Φ
吋
σ
q
に
組
閣
の
大
命
が
降
下

し
た
が
彼
が
そ
れ
を
拒
否
し
た
と
の
噂
を
流
し
た
こ
と
が
あ
る
。
王
は
官
報
を
使
っ
て
こ
れ
を
強
く
否
定
し
た
。
ω
巨
島
げ
．
目
α
q
に
対
し
て

で
あ
れ
誰
れ
に
対
し
て
で
あ
れ
か
よ
う
な
大
命
を
降
下
し
た
こ
と
は
な
い
。
た
だ
Q
っ
§
鎚
げ
曾
σ
q
に
は
国
務
大
臣
の
ポ
ス
ト
を
内
示
し
た
。

Gっ

m
巳
げ
霞
σ
q
は
そ
の
ポ
ス
ト
に
つ
い
て
の
み
拒
絶
し
た
。
こ
れ
が
官
報
で
の
論
旨
で
あ
っ
た
。
し
か
し
〇
ニ
コ
⇒
p
目
国
①
ω
．
ま
づ
が
述
べ
る
よ

う
に
、
「
国
王
が
そ
の
よ
う
な
声
明
を
出
す
必
要
が
あ
る
と
考
え
た
と
い
う
ま
さ
に
そ
の
事
実
が
、
国
王
の
地
位
が
実
際
に
ど
の
程
度
つ

き
崩
さ
れ
つ
つ
あ
る
か
を
雄
弁
に
物
語
っ
て
い
る
」
の
で
あ
る
（
〔
｝
．
　
甲
肖
①
Q
D
ω
一
ひ
コ
”
　
H
⑩
駆
O
）
。
○
ω
8
目
目
　
が
こ
の
よ
う
な
挙
に
出
た
の
は

部
分
的
に
は
彼
の
使
命
感
の
た
め
で
あ
っ
た
。
七
二
年
に
兄
で
あ
る
国
王
閑
餌
ユ
×
＜
が
死
去
し
、
す
ぐ
後
を
継
い
だ
の
で
あ
る
が
、
次

第
に
衰
退
し
て
い
く
国
王
の
影
響
力
を
回
復
す
る
こ
と
に
情
熱
を
燃
や
し
た
。
そ
し
て
彼
に
は
そ
の
能
力
が
充
分
備
わ
っ
て
い
た
。
彼
は

能
力
で
も
人
格
で
も
兄
よ
り
優
れ
て
い
た
。
何
よ
り
も
権
力
を
切
望
し
た
が
、
政
治
抗
争
の
調
停
者
と
し
て
行
動
す
る
こ
と
も
望
ん
で
い

た
（
H
．
諺
づ
山
Φ
冨
ω
o
P
H
ゆ
『
O
）
。

　
関
税
問
題
に
端
を
発
す
る
深
刻
な
危
機
状
況
の
た
め
国
王
に
は
引
伸
し
作
戦
に
よ
る
有
利
な
局
面
打
開
を
狙
う
余
裕
も
な
か
っ
た
。
入

八
年
二
月
、
穏
健
な
保
護
貿
易
論
者
で
あ
る
○
自
。
。
じ
d
ま
け
男
爵
に
組
閣
を
命
じ
た
。
前
内
閣
の
メ
ン
バ
ー
の
う
ち
難
名
が
続
い
て
内
閣

に
席
を
並
べ
た
。
こ
の
内
閣
は
一
〇
名
の
閣
僚
の
う
ち
頂
度
臭
名
だ
け
が
保
護
貿
易
論
者
で
あ
り
、
い
わ
ば
］
種
の
混
合
内
閣
で
あ
っ

た
。
議
会
内
の
趨
勢
が
保
護
貿
易
論
に
傾
斜
し
、
そ
れ
を
理
由
に
円
ぴ
①
ヨ
℃
3
乱
Φ
鴇
が
退
陣
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
当
然
、
保
護
貿
易
論
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現代スウェーデン政党政治史論（1＞

内
閣
が
生
ま
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
し
d
　
警
内
閣
は
そ
の
意
味
で
も
議
会
主
義
へ
の
突
破
n
［
σ
q
窪
。
日
訂
。
耳
h
獄
窓
ユ
9
日
①
コ
鼠
同
一
、
日
Φ
コ
と

は
到
底
言
え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
（
ω
●
O
印
ユ
ω
o
。
o
P
』
・
幻
。
限
P
H
O
刈
O
）
。

　
八
九
年
秋
し
d
一
匡
叶
は
職
を
辞
し
、
穏
健
な
保
護
貿
易
論
者
で
あ
る
O
霧
♂
｛
》
パ
2
ぼ
①
冨
男
爵
が
首
相
の
地
位
に
就
い
た
。
前
内
閣

に
比
べ
保
護
貿
易
論
者
が
大
量
に
閣
僚
の
ポ
ス
ト
を
占
め
た
。

　
二
年
後
の
九
一
年
卑
騨
O
ロ
ω
梓
昧
じ
d
o
ω
霞
α
日
の
手
に
政
権
が
渡
っ
た
。
前
任
者
》
冨
讐
芭
日
は
戦
略
の
才
に
欠
け
た
ユ
ン
カ
ー
で

あ
っ
た
が
、
ゆ
。
。
。
貫
α
ヨ
は
実
際
的
で
忍
耐
強
い
性
格
を
持
つ
農
民
で
あ
り
農
民
、
市
民
を
自
由
に
操
る
大
き
な
能
力
を
備
え
て
い
た
。
彼

が
九
年
間
に
も
わ
た
っ
て
政
権
を
担
当
で
き
た
の
は
そ
の
戦
略
家
と
し
て
の
性
格
と
能
力
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
。
彼
は
「
新
地

方
党
」
創
設
者
の
一
人
で
あ
っ
た
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
上
院
で
は
保
護
貿
易
論
点
が
圧
倒
的
多
数
を
掌
握
し
て
い
た
が
、
下
院
は
ほ
ぼ

同
じ
位
の
勢
力
を
持
2
二
つ
の
議
員
グ
ル
ー
プ
に
分
裂
し
て
い
た
。
じ
d
。
ω
貫
α
已
が
属
し
、
主
に
都
市
、
地
方
の
保
護
貿
易
論
者
が
集
ま
っ

て
い
た
新
地
方
違
、
地
方
の
自
由
貿
易
論
者
が
作
っ
て
い
た
旧
地
方
党
、
お
よ
び
、
都
市
の
自
由
貿
易
論
者
が
主
な
構
成
要
素
と
な
っ
て

い
る
下
院
中
央
派
の
三
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
。
農
民
に
も
都
市
市
民
に
も
強
い
彼
の
能
力
は
三
派
間
の
調
停
能
力
が
何
よ
り
も
要
求
さ
れ
て

い
た
議
会
状
況
で
彼
を
首
相
最
適
任
者
に
押
し
上
げ
て
し
ま
っ
た
。
じ
d
o
ω
甫
α
B
は
議
会
内
諸
グ
ル
ー
プ
か
ら
身
を
離
し
、
二
者
対
決
状
況

を
セ
ッ
ト
し
、
漁
夫
の
利
を
得
る
戦
略
に
出
た
。
保
守
派
の
牙
城
で
あ
る
上
院
を
統
治
の
基
礎
に
で
き
た
の
で
、
下
院
三
派
の
合
従
連
衡

を
操
作
す
る
こ
と
に
全
力
を
尽
く
せ
ば
よ
か
っ
た
。
戦
略
家
ゆ
。
ω
霞
α
ヨ
の
才
は
国
王
○
ω
。
胃
目
と
の
関
係
で
も
存
分
に
発
揮
さ
れ
た
。

憲
法
枠
組
と
り
わ
け
国
王
大
権
の
侵
犯
に
鋭
敏
な
国
王
の
勘
気
に
ふ
れ
る
こ
と
な
く
思
い
通
り
の
閣
僚
人
事
を
断
行
す
る
こ
と
が
で
き

た
。
そ
し
て
頻
繁
な
閣
僚
人
事
が
彼
の
戦
略
の
一
部
を
構
成
し
て
い
た
。
九
年
ニ
ケ
月
続
い
た
第
一
次
内
閣
で
一
貫
し
て
閣
議
に
席
を
連

ね
て
い
た
大
臣
は
た
っ
た
　
人
だ
け
で
あ
っ
た
。
九
つ
の
閣
僚
ポ
ス
ト
の
う
ち
三
人
の
大
臣
が
入
れ
代
わ
っ
た
ポ
ス
ト
が
五
つ
も
あ
っ
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た
。
財
務
省
に
い
た
っ
て
は
四
人
の
大
臣
を
迎
え
た
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
政
治
で
は
異
例
の
大
臣
乱
造
期
と
な
っ
た
。

　
ゆ
。
。
。
窪
α
日
政
権
は
そ
の
後
の
政
党
政
治
の
形
状
形
成
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
い
わ
ゆ
る
農
民
政
党
を
多
党
制
構
造
に
定
着
さ
せ
る

こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
も
政
権
獲
得
の
可
能
性
が
最
も
大
き
な
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
政
党
と
し
て
。
し
d
o
ω
自
α
日
首
相
は
上
流
階
級
と
農
民
を
接
近

さ
せ
い
く
つ
か
の
重
要
法
案
を
通
過
さ
せ
た
。
こ
の
経
験
を
通
じ
て
農
民
は
そ
の
主
張
・
利
益
を
代
表
す
る
自
分
達
の
政
治
組
織
を
持
つ

こ
と
が
目
標
達
成
上
最
も
好
ま
し
い
方
法
で
あ
る
こ
と
を
学
習
し
た
。

　
上
流
階
級
と
農
民
の
連
携
を
強
化
す
る
た
め
に
切
8
霞
α
日
が
利
用
し
た
政
策
領
域
は
次
の
三
つ
で
あ
っ
た
。
先
ず
第
一
は
国
防
再
編
、

税
制
改
革
問
題
で
あ
っ
た
。
国
防
強
化
を
主
張
す
る
上
院
保
守
勢
力
、
都
市
自
由
貿
易
論
者
に
は
徴
兵
軍
事
訓
練
期
間
の
延
長
（
三
〇
日

か
ら
九
〇
日
に
）
を
、
土
地
税
と
分
割
負
担
冒
α
色
鯉
ロ
α
q
。
。
〈
①
蒔
9
の
撤
廃
を
要
求
す
る
新
地
方
党
、
旧
地
方
党
に
は
土
地
税
の
計
画
的
撤

廃
と
分
割
負
担
の
撤
廃
を
保
証
し
た
。
（
分
割
負
担
と
は
長
年
農
民
を
苦
し
め
て
来
た
制
度
で
、
徴
兵
と
結
び
付
い
た
一
種
の
軍
務
負
担

で
あ
っ
た
。
全
国
の
農
民
の
大
部
分
は
ほ
ぼ
同
じ
規
模
、
生
能
力
を
持
つ
セ
ク
タ
ー
に
集
団
化
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
各
セ
ク
タ
ー
の
農

民
は
一
人
の
兵
を
出
す
よ
う
に
、
そ
し
て
、
そ
の
兵
に
は
彼
と
家
族
を
養
う
に
足
る
だ
け
の
土
地
を
賃
金
の
代
わ
り
に
提
供
す
る
よ
う
要

求
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
軍
務
負
担
は
か
な
り
不
公
平
で
あ
っ
た
。
貴
族
の
所
有
す
る
土
地
は
こ
の
負
担
を
免
除
さ
れ
て
い
た
。
も
っ
と
も

貴
族
は
伝
統
的
に
将
校
の
大
供
給
源
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
）
（
H
）
●
　
出
自
ω
け
。
芝
鴇
　
H
㊤
㎝
α
）
。
第
二
は
関
税
問
題
で
あ
っ
た
。
上
院
の
保
護
貿

易
多
数
党
、
下
院
の
新
地
方
党
の
支
持
を
背
景
に
工
業
製
品
に
対
す
る
輸
入
関
税
率
を
引
き
上
げ
た
。
第
三
は
議
席
再
配
分
問
題
で
あ
っ

た
。
ゆ
。
。
・
自
α
目
は
上
下
両
院
の
農
民
グ
ル
ー
プ
の
支
持
を
得
て
下
院
の
都
市
議
員
の
相
対
的
力
を
制
限
し
よ
う
と
し
た
。
六
五
～
六
六
年

議
会
法
は
都
市
に
有
利
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
六
七
年
議
会
で
の
都
市
の
議
席
占
有
率
は
二
三
・
九
％
で
あ
っ
た
が
七
〇
年
の
人
口
比
で
は

都
市
人
口
は
全
人
口
の
僅
か
コ
ニ
・
○
％
で
し
か
な
か
っ
た
。
し
か
も
都
市
化
の
進
展
は
下
院
に
お
け
る
都
市
議
員
の
議
席
占
有
率
を
着
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実
に
増
加
さ
せ
た
。
そ
こ
で
議
席
配
分
法
を
制
定
し
（
九
四
年
）
そ
の
時
点
で
の
比
率
で
都
市
と
地
方
の
議
席
数
を
定
め
た
。
図
表
皿

は
下
院
議
員
を
都
市
・
地
方
別
に
分
類
し
た
も
の
で
あ
る
。
都
市
部
の
過
剰
代
表
化
が
漸
進
し
て
い
る
。
改
正
案
は
①
下
院
議
席
数
を
二

三
〇
に
固
定
し
、
②
地
方
に
一
五
〇
議
席
（
六
五
・
二
％
）
、
都
市
に
入
○
議
席
（
三
四
・
入
％
）
配
分
し
た
。
（
も
っ
と
も
一
九
〇
九
年

の
改
正
迄
は
都
市
は
依
然
と
し
て
過
剰
代
表
さ
れ
て
い
た
。
な
ぜ
な
ら
一
九
一
〇
年
の
都
市
人
口
は
僅
か
二
四
・
八
％
に
過
ぎ
な
か
っ
た

か
ら
で
あ
る
）
。

　
切
。
ω
茸
α
ヨ
時
代
の
関
税
問
題
（
よ
り
正
確
に
は
関
税
問
題
を
契
機
に
生
ま
れ
た
党
派
主
義
）
は
政
党
政
治
に
新
し
い
側
面
を
加
え
た
。

従
来
は
敵
対
関
係
に
あ
っ
た
諸
勢
力
の
間
に
も
連
帯
の
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
大
農
、
大
土
地
所
有
者
、
産

現代スウェーデン政党政治史論（1）

図表皿：都市選出・地方選出別下院議員分布

　　　　（1867～1906年議会）

都市選出議員

韻釧％
55　　28．9

60　　30．3

69　　32．2

83　　36．4

80　　34．8

80　　34．8

地方選出議員

％

71．1

69．7

67．8

63．6

65．2

65．2

年

1867

1876

1885

1894
　　　　11

1897

1906
　　　　iI

議員数

　　135

　　138

　　145

　　145

　　150

　　150

＊L．Sk61d，　A．　Halvarson，1966，　s．390

業
資
本
家
に
よ
る
問
題
別
連
携
が
そ
れ
で
あ
る
。
ま
た
、
し
d
o
ω
財
α
8
が
一
応
の
決
着
を
つ

け
た
問
題
、
す
な
わ
ち
関
税
問
題
、
国
防
・
徴
兵
問
題
、
税
制
問
題
、
議
席
再
配
分
問
題

が
広
範
な
国
民
に
直
接
関
連
す
る
も
の
で
あ
っ
た
だ
け
に
、
選
挙
権
を
持
た
ぬ
国
民
を
含

め
た
す
べ
て
の
国
民
が
政
治
参
加
へ
の
意
欲
を
高
揚
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
普

通
選
挙
権
獲
得
闘
争
を
燃
え
上
ら
せ
、
そ
れ
を
基
礎
に
全
国
的
な
大
衆
組
織
政
党
の
発
生

を
促
す
大
き
な
起
動
力
と
な
っ
た
。
実
際
、
自
由
貿
易
論
者
の
背
後
に
は
常
に
、
選
挙
権

を
持
た
ぬ
膨
大
な
労
働
者
階
級
が
い
た
。
彼
ら
に
と
っ
て
関
税
は
パ
ン
と
肉
の
価
格
上
昇

を
意
味
し
た
。
自
由
貿
易
論
の
敗
北
は
彼
ら
の
政
治
的
関
心
を
刺
激
せ
ず
に
は
お
か
な
か

っ
た
。
当
然
、
彼
ら
は
選
挙
権
改
革
運
動
に
そ
の
全
て
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
投
入
す
る
こ
と

に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
政
治
勢
力
と
し
て
の
農
民
層
は
成
功
の
故
に
後
退
を
余
儀
な
く
さ
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れ
た
。
ゆ
。
ω
＃
α
日
政
権
は
関
税
問
題
、
税
制
問
題
で
農
民
の
利
益
を
実
現
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
勝
利
は
農
民
層
を
団
結
さ
せ
て
い
た
共
　
3
4

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

通
の
苦
悩
の
排
除
を
意
味
し
た
。
九
五
年
に
地
方
党
は
党
首
9
9
冒
器
ω
。
コ
の
下
で
再
合
同
し
た
が
、
全
農
民
を
集
結
さ
せ
る
だ
け
の

錦
の
御
旗
は
既
に
な
く
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
農
村
人
口
の
漸
減
現
象
と
相
侯
っ
て
右
傾
化
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
か
く
て
、
農
民

急
進
主
義
は
終
焉
し
た
。
（
未
完
）
。
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